
  

  

  
 

 

 

 

 
 

新型コロナウイルス感染症拡大に係る休暇等の一時的な取り扱いについて会社から

説明を受けました。引き続き、申 15 号にて交渉し不安を解消していきます。 

子供の対応に苦慮していることを踏まえ、組合事務所の一部を開放しています。組

合事務所の利用を希望する組合員は、遠慮なく分会役員に申告してください。 
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